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リハビリテーション専門職 「介護」が必要になったら…

　日常生活で介護が必要になったら、「介護保険」を利用しましょう。町
に「要介護認定」の申請をし、認定された区分に応じたサービスを受け
ることができます。まず、地域包括支援センターに問い合わせましょう。
また、かかりつけ医は介護保険でも主治医としてかかわるので、かかり
つけ医がいる場合は相談してみましょう。

介護保険を利用しましょう

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

訪問看護

通所介護（デイサービス）

ショートステイ（生活介護）

ショートステイ（療養介護）

福祉用具の貸与

福祉用具の購入助成

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

自
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い

施
設
に
入
所
し
た
い

施
設
に
通
い
た
い
・
泊
ま
り
た
い

車
い
す
、
杖
、
ベ
ッ
ド
等
を

買
い
た
い
・
借
り
た
い

居
宅
サ
ー
ビ
ス

施
設
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス

■おもな介護保険サービス
ホームヘルパーによる自宅での生活上の介護や支援のサー
ビスです。
浴槽搭載の入浴車や自宅に簡易浴槽を搬入して行う入浴介
護です。

理学療法士、作業療法士などによる自宅でのリハビリテー
ションです。
医師の指示により看護師などが行う自宅での診療や療養の
補助です。

デイサービスセンターでの日帰りの日常生活支援です。

介護老人保健施設や医療機関などでの日常生活支援やリハ
ビリテーションです。

特別養護老人ホームなどに短期間入所して行う日常生活支
援や機能訓練です。

介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して行う
日常生活支援や機能訓練です。

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を助成しま
す。

常時介護が必要な人が入所して、日常生活上の支援や介護
が受けられます。

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテー
ションや介護が受けられます。

長期療養が必要な人の施設で、医療・看護・リハビリテー
ションなどが受けられます。

認知症の人が共同生活をする住宅で受ける日常生活上の支
援や機能訓練です。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせること
で、通い・訪問・短期間の宿泊を利用して介護や医療・看護
のケアが受けられます。

小規模のデイサービスセンターでの日帰りの日常生活支援
です。

通所リハビリテーション
（デイケア）

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

看護小規模多機能型
居宅介護

地域密着型通所介護
（デイサービス）
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介護療養型医療施設
（H30～介護医療院含む）

が
自分らしく生活するためのサポートをします

　リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など）が、機能回復訓練や
日常生活動作訓練などを行い、自分らしい生活を送られるよう支援します。

　いつまでも住み慣れた地域で暮らすため、日常生活を送る上でのちょっとした困りごとや不安を
抱え始めた早期から、訪問により医療専門職（管理栄養士、理学療法士、作業療法士など）の助
言を受けることができます。

自立支援応援事業

　医療と介護の専門職が地域の団体に出向いて出張講座を行います。詳しくは、東郷町高齢者支
援課へお問い合わせください。

出張講座

管理栄養士管理栄養士
栄養状態や、調理の工
夫などについての助言

リハビリ専門職リハビリ専門職
身体機能、日常生活動作、生
活環境などについての助言

その他その他
その他の専門職にも相談で
きるように調整中です

地域包括支援センター ・ ケアマネジャー

まずは、地域包括支援センターや担当ケアマネ
ジャーに相談しましょう。事業については、東郷町高
齢者支援課地域ケア推進係へお問い合わせください。

　リハビリテーションを受けたい場合は、主治医や担当ケアマネジャーに相談しましょう。地域の教室での運動指導
については、東郷町高齢者支援課地域ケア推進係へお問い合わせください。

理学療法士（PT）理学療法士（PT）
　動作の専門家です。寝返る、起き上がる、立ち上がる、
歩くなどの日常生活を送る上で基本となる動作の改善
を目指し、運動療法や物理療法などを行います。

作業療法士（OT）作業療法士（OT）
　作業の専門家です。お箸を使う、入浴する、着替える、
文字を書くなどの日常生活を送る上で必要となる作業
の改善を目指し、作業療法などを行います。

言語聴覚士（ST）言語聴覚士（ST）
　話す、聞く、食べるの専門家です。ことばによるコミュ
ニケーションの問題に対し、訓練、助言などを行います。
また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。

柔道整復師柔道整復師
　骨・関節・筋などに加わる外傷性が明らかな原因に
よって発生する骨折・脱臼・打撲などの損傷に対し非観
血的療法によって整復・固定などを行います。

状況に応じてリハビリテーションを受けることができます。

通　　所 介護老人保健施設や医療機関などで、機能回復訓練などを中
心に受けることができます。

訪　　問 専門職が自宅を訪問し、普段の生活環境を確認した上で、自宅
の環境調整や日常生活動作訓練などを受けることができます。

地域の教室 出張講座などで運動指導を受けることができます。ちょっとし
た相談もできます。

早期に
専門職に
相談できて
安心♪


